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　 こ の よ う な 復 元 処 理 が 実 行 さ れ れ ば 、 デ ー タ フ ァ イ ル Ｆ １ ， Ｆ ２ ， Ｆ ３ は 、 再 び デ ー タ
格 納 部 １ １ ０ 内 に 格 納 さ れ た 状 態 と な る の で 、 ユ ー ザ 甲 は 、 必 要 に 応 じ て 、 こ れ ら の デ ー
タ フ ァ イ ル を メ モ リ １ ３ ０ 上 に 展 開 さ せ た 上 で 、 プ ロ グ ラ ム 実 行 部 １ ５ ０ に よ る 更 新 処 理
を 実 行 す る こ と が で き る 。 も ち ろ ん 、 が 再 び ロ グ オ フ 手 続 を 行 え ば 、 デ ー タ フ ァ
イ ル Ｆ １ ， Ｆ ２ ， Ｆ ３ は 、 再 び 外 部 の 記 憶 装 置 ３ ０ ０ へ と 退 避 さ せ ら れ 、 デ ー タ 格 納 部 １
１ ０ 内 か ら は 削 除 さ れ る こ と に な る 。
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